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および社会保障制度の推進に関する勧告
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社会保障制度審議会

昭和34年9月26日総審第150号をもって諮問のあ

った社会保障制度の総合調整に関する基本方策につ

いて審議した結果，これに対する答申にあわせて社

会保障制度の推進についても勧告することが適当で

あるとの結論に達したので，社会保障制度審議会設

置法第2条の規定により別紙のとおり答申し，勧告

する。

（別　紙）
社会保障制度の総合調整に関する基本方策についての答申

および社会保障制度の推進に関する勧告

前　　　　　文

昭和34年9月26日，内閣総理大臣は本審議会に対

して「社会保障制度の総合調整に関する基本方策」

について諮問された。それに対して本審議会は鋭意

その答申を準備したが，たまたま日本経済の未曽有

な成長に際会し，国民所得階層の格差が拡大したた

め，わが国の社会問題もあらたに多くの解決すべき

問題をもつにいたったので，本審議会はそれらに対

する対策をもあわせて考究することが適当であると

考えるようになった。そこで，ほぼ3年にわたって，

本審議会の昭和25年10月における「社会保障制度に

関する勧告」以来累積してきた諸問題を再検討し，

今後数年または10年におよぶ社会保障制度の拡充に

関する具体的な方策についての意見をまとめること

に努力をかさねた。これがため，われわれは総会16

回，全員委員会36回，各種の分科会等数十回をもっ

た。しかしながら，なにぶん問題が広範であるうえ

にどの問題に未必または未定の条件が多いので，確

固たる結論をえることは容易ではなかった。その間，

昨年11月10日，中間報告にわれわれの志向の大綱を

示し，また当面予算措置をいそぐ必要がある事項に

ついての所見を述べた。その後，われわれはさらに

討論を継続し，今日，ようやく最後の結論をえるに

いたったので，ここにこれをまとめ，一つはもって

さきの内閣総理大臣の諮問にこたえ，他はもって今

後のわが国における社会保障制度推進の指針につい

てあらたなる勧告とする。われわれの努力にもかか

わらず，問題が未熟であるとともに，なにぶんにも

資料が不足であるために，なお十分に具体的でない

ことはわれわれの遺憾とするところである。

＊
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日本国憲法第25条には「健康で文化的な最低限度

の生活」をすべての国民に保障するとある。これが

社会保障の目的であるけれども，それを実現する手

段方法は時代とともに，とくに経済構造の変化にと

もなってかわるのは当然である。近年におけるわが

国の経済成長は著しく，それにつれて人口，就業，

生活の諸状態における変動は大きい。具体的にいう

ならば，出産率の低下，人口の老齢化，農村人口の

減少，人口の都市集中等のため，所得の格差，地域

の経済力の格差は拡大して，その解消がいよいよ強

く要請されるようになっている。これはいうまでも

なくある程度は政府の所得倍増計画に由来するもの

であるから，これに対応して，社会保障についても，

またそれを革新する意味において長期計画を樹立す

ることは，政府当然の責務といわねばならぬ。社会

保障のこのあたらしい計画の立案にあたって，われ

われに与えられている公準は，大体つぎの三項に要

約されるであろう。

（1）社会保障は，国民生活を安定させる機能をもつ

とともに，なおそれが所得再分配の作用をもち，

消費需要を喚起し，また景気を調節する等の積極

的な経済的効果をもつ，この点からいえば，社会

保障は，国の政策として，公共投資および減税の

施策とならんで，あるいはそれ以上重要な意義を

もつこと。

（2）国民所得および国家財政における社会保障費の

地位については，今後10年の間に，日本は，この

制度が比較的に完備している自由主義の諸国の現

在の割合を，少なくとも下廻らない程度にまで引

き上げるべきこと。

（3）右のような社会保障の計画をたてるについては，

国庫負担，保険料および受益者負担の割合につい

ての原則をあらかじめ確立し，その原則により費

用の配分の原則を定めること，また，各種の社会

保障についても，その間の均衡の基準を定めるこ

と。
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社会保障制度の総合調整に関する基本方策についての答申および社会保障制度の推進に関する勧告

1　これまでの社会保障制度

本審議会が昭和25年「社会保障制度に関する勧

告」を行なって以来すでに十数年を経過したが，こ

の間において国民生活が著しく向上したのに応じ，

社会保障もかなりの発展をみた。しかしながら，こ

れまでの施策は著しく計画性に欠け，場あたり的に

行なわれた結果，国民各階層の間の甚だしい不均衡

を十分には是正しえなかった。それゆえまず第一に

これまでの社会保障の実態について充分な検討を加

え，そのあり方に対して率直な批判を加えることが，

今後の社会保障の健全な発展の指針となると考える。

これまでの社会保障は，社会保険を中心として発

展してきた。社会保険は歴史的にみて世界いずれの

国においても主として被用者に対する制度，とくに

医療保険を中心として発達した。自然わが国におい

ても健康保険が社会保険の中心として重視せられた。

これにはもちろん技術的な理由もあった。保険は国

民のうち把握しやすく，保険料のとりやすい部分に

ついて構成しやすいということ，したがってまずも

ってこれが要求されたからである。しかしこのよう

にして応急的につくり上げられた諸制度を，いまに

してかえりみれば，制度全体を通じた一貫した計画

に欠けている。またそれはそのときどきにおいてや

むをえないものに対して，財政的に最少限度の措置

のみをしたこともあって，自然，諸制度間のバラン

スが考えられていない。その結果，たとえば被用者

に対する医療保険制度のように高い水準のものもあ

る一方，名ばかりの貧弱な制度もある。しかもいま

や皆保険皆年金の政策が進められ，国民のすべてが

社会保障の利益を受ける時代である。この制度の右

のような不備があらためて問題となる。

かくのごとくして，わが国社会保障の問題はいま

や新局面を迎えた。それは皆保険，皆年金によって

全国民をいずれかの制度に加入させるというだけで

はなく，それは全制度を通じて全国民に公平にその

生活を十分保障するものでなければならない。その

ためには，各種制度を根本的に再検討し，それら諸

制度間のバランスを確立しなければならない。この

バランスとは，単に各種医療保険相互間とか，各種

年金相互間におけるバランスだけでなく，社会保障

制度全般を通じて，より高い次元におけるあたらし

いバランスでなければならない。

このあたらしい課題にこたえるために，われわれ

は，まず社会保険についての従来の考え方を再検討

する必要を感ずる。というのは，この制度はもっぱ

ら被用者に対する制度としてはじめられ，その発達

も社会保険即労働者保険，労働政策または社会政策

の一環としてであった。しかしわが国には，欧米先

進国に比してなお自営業者とくに農民が多いために，

このような被用者に対する制度をそのまま国民一般

にまでひろめてもうまくはゆかない。それゆえ現段

階における社会保険の社会保障においてはたすべき

役割および限界をあらためて検討することがまず必

要であり，ついで，これまでの社会保障の諸制度に

おける保障の水準を全制度を通じて総合調整するこ

とが必要であり，前述の三つの公準を前提として，

あたらしい構想に対する財源の分配，ことに国家の

分担について，その通則を明らかにすることが必要

である。この際において従来のように無計画にそれ

ぞれの制度の水準を引き上げることのみに努力をか

さね，財源の不足は国庫負担にゆだねればよいとい

うような考え方を続けるならば，力の強い者の属す

る制度はますます発展し，力の弱い階層に対する制

度は低い水準にとり残される結果となって，社会保

障の均衡のとれた発展が期待できないことは明らか

である。

社会保険では社会保障の目的が十分に達せられな

いというのは，保険そのものの性質上やむをえない。

けだし，保険料を累進的に徴収することも，逆に給

付を所得に反比例させることもむずかしい。また保

険においては，その対象とする事故を限定する必要

があるから，各人各様の貧困原因のすべてをカバー

することはできず，できても，それぞれの収入の減

少や支出の増大を測定し，それに給付をリンクさせ

ることは非常に困難である。これを要するに，防貧

制度としては社会保険は有力な手段であるが，すで

に低所得者にはこれだけでは尽しえない面があり，

このひとびとに対しては，保険以外に別の施策を考

える必要がある。これが日本における社会保障のあ

たらしい面である。以上の所論から，われわれは今

後10年間における社会保障制度全般を通じて均衡の

とれた発展を期するため，以下に述べるような点に

重点をおいて施策を進めることを提案する。もとよ

りこれは問題を今後10年間に限定したうえでの方策

であって，理想的な社会保障制度を実現する段階と
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なれば，その重点がかわってこなければならない。

2　費用の配分

右のような新局面に対処するために，われわれは，

問題を社会保障における各種の制度の費用の配分の

問題から進めてゆくことにする。すなわち，われわ

れのあたらしい社会保障を通じて，どういう部分を

税金でまかなうべきか，どういう部分を保険料でま

かなうべきかまたどういう部分を関係者の負担とす

べきか，それが問題の接心と考えるからである。

（1）救貧制度

いま，あらためて社会保障制度全般を問題とする

とき，この制度の重点をどこに向けてゆくかがその

枢軸であるが，われわれは，社会保障の目的をもっ

て国民の最低生活の保障にあるとする。そしてその

ためには，何よりもまず，最低生活水準以下の者の

引き上げに力が注がれねばならぬ。理論的にいえば

防貧の方法が十分であれば救貧制度のもつ役割が減

るというのが順序であるが，貧困という状態は，国

民の生活程度の向上に応じて改善すべきものであり，

とくにわが国のようにボーダーライン階層に属する

国民が多い現状においては，一般のひとびとの生活

程度が上がれば格差はますます拡大し，貧困階層が

かえって増すということもあり，いかなる社会にな

ってもある程度の貧困はある。これに対しては一定

の制度，救貧制度がどうしても必要である。しかも

この貧困の原因なるものは多種多様で，国民の私生

活に対する国の干渉には限度があるため，一般的な

防貧の施策だけでこの貧困のすべてをなくすること

はできない。

（2）社会福祉

つぎに，社会保障は救貧から防貧へ発展するとい

われる。すなわち，救貧についで防貧が社会保障の

目標としてあげられるが，防貧のなかでは，低所得

階層対策が，それを目標とする社会福祉政策がこの

際としては重視されなければならない。ここでわれ

われが社会福祉政策というのは，一般に考えられて

いるような広義の社会福祉ではなく，国および地方

公共団体が低所得階層に対して積極的，計画的に行

なう組織的な防貧政策をいう。この政策は，各人各

棟の貧困原因に応じて行なうものであって，それが

貧困におちいることを防止する力が直接的であると

いう点で，社会保険に優先する。というのは，社会

保険のほうは，一般的，普遍的に防貧の力をもつと

いえるけれども，貧困におちいる個別的な原因に対

してはその力が限られるからである。すなわち，保

険料を負担できないものは原則として除外され，あ

るいは防貧として効果のない低い水準で我慢させら

れやすい。また一般的，普遍的でない貧困原因につ

いては対処できない。しかしながら，貧困の原因は

多様で，社会保険をもってしてはこの原因のすべて

をカバーすることはできないけれども，救貧線以下

におちこむ公算の大きい層に対してこそ，防衛手段

が必要である。社会福祉は防貧のこの面を担当する

ものである。この意味において，社会福祉は社会保

険を補完するものであるが，そのため第二義的なも

のではないから，税金による一般財源は，公共扶助

についで，この面に優先的に投入されるべきである。

（3）公衆衛生

公衆衛生は，防貧対策の基盤となり，かつ，国民

のすべての層を通じて健康な生活水準の防壁である。

これは個々人の力では十分でなく，社会が一体とな

って行なわなければ効果をあげることができないも

のであるから，社会福祉とならんで尊重されるべき

である。わが国における公衆衛生，スラム対策，そ

の他種々の生活環境施策はこれまで他の方面にくら

べておくれをとっているので，これをとりもどすこ

とが必要である。しかしこの部門においては若干の

受益者負担を除いては，その費用はあげて公の財源

によってまかなわれざるをえない。この意味におい

て公の費用配分にあたっては，社会保険に優先し，

社会福祉についで重点をおくべきである。

（4）社会保険におけるプール制の導入

社会保険を普及させるこれまでの段階においては，

防貧の必要度からすればむしろ後順位のものから手

をつけられた感がある。その総合調整においてはこ

の点が反省されねばならぬ。現在のように社会保険

の被保険者がひろまれば，負担能力の低い層が入っ

てくる。そのため後からできた低所得の階層を含む

制度においては，総付内容が悪いのにその負担はか

えって重くなるという不合理を生じている。このよ

うな不均衡は国民感情からしてもなんらかの是正の

措置をとる必要があり，社会達帯の思想からしても

負担の公平化をはからなければならない。これを根

本的に是正するためには，現在分立している各種の

制度を統合し全国民を一つの制度に加入させること
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が理想である。しかしこのような統合はにわかにで

きないから，制度の分立を前提とし，これら制度の

不合理を是正するとなれば，制度間の財政の不均衡

を解消するために国庫負担の増大が必要となるであ

ろう。しかし国庫負担を増大する点においてはおの

ずから限度がある。したがって保険者間において

プール制による財政の調整をはかることもどうして

も必要になってくる。というのは，所得再分配は範

囲のひろいほど効果があり，均衡は単に給付の問題

だけではなく，保険料についても均衡を考えねばな

らぬからである。

プール制を行なうべき範囲は，再分配の効果から

みてひろければひろいほどよい。しかし，最初から

すべての制度についてプール制を行なうことは困難

であるから，まず制度間において負担能力に著しい

差があり，給付に甚だしい不均衡のある医療保険の

分野から着手すべく，まず組合相互間においてプー

ルを行ない，さらに被用者すべてについて，また国

民健康保険の保険者相互間においてもプールを行な

うべきである。さらに将来はこの二つの体系相互間

においてもプールを行なうこととする。これはいず

れ将来において各制度間の統合を行なうためにはと

らなければならない方向である。

もちろんこの主張は，社会保障に対する国の負担

を軽減しようという意味ではない。もしこれによっ

て余裕が生じた場合は，これを社会保険その他の社

会保障制度の改善にふり向けるべきである。

（5）社会保険に対する国庫負担

以上の考え方から，従来の社会保険に対する国庫

負担に対して根本的な再検討が必要となる。従来は，

とかく，負担能力があり給付内容のよいものについ

て，より多くの国庫負担がゆくという欠点があった。

しかも財政当局は，支出を最低限度におさえようと

する結果，絶対額の多いものについてはきわめて厳

格な態度で臨むのに対し，たとえ内容的には不当に

高度の負担であつても，絶対額の少ないものについ

ては，比較的容易にその要求をいれるような傾向が

あったため，ひろく国民一般を対象とする制度は，

比較的冷遇を受けているのに対して，少数の限定さ

れたグループを対象とする制度は，財源的に有利な

条件にある場合でも，かえってより有利な国庫負担

を受けている。その結果，たとえば厚生年金保険か

ら各種の共済制度がつぎつぎと分離してゆき，本来

の制度自体の存立をおびやかすにいたるというよう

な事態をも生みだしている。

そこで国庫負担を社会保険に導入する場合を考え

なおすについては，まず各制度における国庫負担に

対する既得権的な考えを一掃し，つぎのような原則

をたてるべきであろう。国庫負担は，最低生活水準

を確保するために絶対的に必要とされる給付に対し

て一定水準の保険料が受益者の負担能力をこえるよ

うな場合，あるいはインフレーションによる積立金

の不足のように国以外に責任をもつものがない場合

に行なわれるべきである。この原則によれば，負担

能力の低い層に対して国庫負担を厚くすべきである。

また，事業主の負担のある被用者よりもこれがない

自営業者に，個人的責任の度の濃い事故よりも薄い

事故に対して，それぞれ国庫負担を厚くすべきであ

る。

これらの原則のほか，プール制ができあがるまで

の間，プールが行なわれない制度間の財政の不均衡

を調整するための国庫負担は依然として必要である

し，事務費を全額国庫が負担すべきはいうまでもな

い。また，財政的な余裕に応じて，奨励的な補助金

を厚くすることも当然考慮すべきである。

なお，同種の制度内における保険者間の財源の配

分にあたっては，負担能力に差があり，その結果給

付水準にも差があるような場合は，定率制よりも被

保険者数に応ずる定額制を，給付額に比例するより

も負担能力に反比例する方式を利用するというよう

な方向も考慮すべきである。

3　給付の調整

つぎに給付面においては，従来の社会保険は保険

の原則にこだわりすぎたきらいがある。今後は所得

再分配の観点にたつとともに費用の効率的な使用を

考えて，できる限り保険料と給付との比例関係を排

し，保険料は能力に，給付は必要に応ずる方向に進

むべきである。また従来は，個々の事故に対してお

おむね画一的な給付を行なってきたが，各人の収支

を総合的にとり上げ，低所得者には特別の給付をす

るという工夫をはかることがのぞましい。

また，社会保障は，各制度の均衡を保って発展さ

せなければならない。現行制度においては，制度が

ちがえば同一の事故でも支給の条件や金額がちがう

ような場合があるのはすみやかに改めるべきである。
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たとえば各種医療保険の現金給付額相互間には著し

い不均衡があるし，支給条件についても相違がある。

年金給付の支給条件にいたってはさらに不均衡が著

しい。この懸隔は保険者間の財政力の相違によって

やむをえず生じている場合もあるが，関係者の怠慢

によって統一できるものが放置されている場合も少

なくない。そのために加入者が大いに不利益をこう

むっている例も多いので早急に是正を考えるべきで

ある。

そもそも社会保障は，個人の私生活に対する一種

の介入であるが，個人の自由を尊重するという立場

からは，この介入の程度はなるべく少なくしなくて

はならない。また現物で給付する場合にはとくに給

付の機会均等をはかる仕組みが必要となる。この意

味から，給付についてそれを現物とするか現金とす

るかは重要な問題を含むものであり，従来の区別は

この際再検討し，一定の原則にしたがって給付を行

なうべきである。現物給付の特徴は，現金給付のよ

うに他の使途に流用されるという心配がなく，した

がってむだが少なく，比較的安上りであるが，これ

を受けるものにとっては私生活の干渉となることが

多い。それゆえ，給付を受けることが任意な場合に

ついては，現金のほうがよいであろう。給付を強制

する場合や現金ではその効果が期待できない場合に

は，現物給付のほうが適当であろう。

つぎに被用者に対する給付については，労務管理

の部分と社会保障の部分を区分して考えるようにし

なければならない。これは被用者とそれ以外の者と

の公平を期するために必要である。

皆保険，皆年金の時代となった以上は，不当な落

ちこぼれの存在は許されない。各制度がそれぞれ筋

を通して発展することは必要であるが，同時にその

ことのために国民のなかに保障を受けない者を生ず

ることとなっては問題である。これを拾うためには，

いたずらに既存の観念にこだわったり，縄張り的な

考え方にとらわれてはならない。そのためには各制

度本来のたてまえが若干ゆがめられることとなって

もやむをえないであろう。

4　社会保障の単位

社会保障の給付を受ける権利が個人個人に帰属す

ることは当然であるが，保障を行なう場合には現に

国民がどのような共同生活を営なんでいるかという

実態をとらえ，その生活の基礎となっている単位に

即して保障を行なうことが必要である。

現行制度においては，各制度が成立の時期を異に

しているために統一が全くなく，社会保障の対象と

なるひとびとについても，場合により被扶養者とい

ったり，世帯員といったり，家族といったりしてそ

の概念がわかりにくいのみならず，その受益の条件

についても，生計維持を条件としたり，同居を条件

としたりしている。とくに世帯という言葉の用法が

明瞭でなく，実際上各制度ごとにおいてその取り扱

いが同一ではない。これはもちろん時代に応じ家族

制度の変化につれてかわらざるをえない。社会保障

が家族制度をことさらに一定の方向に向けようとす

るのはゆき過ぎであるけれども，社会保障制度その

ものが時代におくれるわけにはゆかない。今後は，

社会保障の対象として夫婦と未成熟の子を世帯の単

位とし，それを基礎として親族または扶養義務者と

の関係を正確に規定すべきである。

5　本答申および勧告のくみたて

本答申および勧告は，以上の諸点を基本として従

来の諸制度を総合調整し，そのうえ今後10年間にお

けるわが国の社会保障の発展についての指針を与え

ることを試みようとするものである。この間におけ

る経済の成長については見るべきものが期待される

とともに，社会保障制度も画期的な進歩をとげなけ

ればならないけれども，国家財政の立場からいって

も，また国民所得のうちから正当に社会保障にふり

向けるべき割合からいってもそこにはもちろん限度

がある。また，その限度そのものを過大に仮定するこ

とはいましむべきであって，それよりもそれを効果

的に再分配することに主力を注がなければならない。

以上の見地から，一方では，従来の勧告および答

申にあたって採用した医療，年金，国家扶助，公衆

衛生，社会福祉というような事業別区分による考察

をやめ，他方では，社会保障の対象たる国民階層を，

貧困階層，低所得層層，一般所得階層というふうに

分け，それぞれの階層に応ずる対策とこれらの諸階

層に共通する対策に分けて考察することを試みた。

もちろんこれは制度自体をこの区分にしたがって

別々にたてようとする意味ではない。ここで貧困階

層というのは，その生活程度が最低生活水準以下で

ある階層をいう。低所得階層とは，最低生活水準以
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下ではないが，その生活程度においてこれと大差の

ないいわゆるボーダーライン階層をいうのであって，

さらにこれに老齢，廃疾，失業等の理由でいつ貧困

階層に落ちるかわからない不安定所得層をも含まし

める。以上二つの階層に属さないそれ以上の階層の

ひとびとを一般所得階層とよぶ。このあたらしい区

別のほうが制度全般に対する展望を容易にするもの

と考えるからである。

貧困階層に対する保障の方法は，いうまでもなく

主として公的扶助により，いわゆる救貧を目的とす

るものである。つぎに低所得階層に対する保障は，

公的な社会福祉を主軸とし，このほかに各種の社会

保険をも適用するが，それには場合に応じて公的負

担によってこの階層のひとびとの加入を容易にする

ように考案する。第三に一般所得階層に対する保障

においては，社会保険を中軸とし，これを防貧およ

び生活安定の主な方法とする。なお，これらの各階

層を通ずる対策として，従来おくれていた公衆衛生，

生活改善とくに生活環境改善についての諸施策は今

後大いに推進する。

第2章　貧困階層に対する施策

国民の最低生活を保障することは社会保障の中心

課題であるが，これにはもちろん経済，財政，労働，

住宅等の分野における諸政策においてそれぞれ十分

な配慮が必要であり，とくにいまの段階においては

本格的な最低賃金制度が確立することが必要である

ことはいうまでもないけれども，それらについての

具体的な提案はこの勧告の課題でない。かりにこれ

らの諸政策がなにほどか有効に行なわれたとしても，

また後にのべるような意味で，社会保険や社会福祉

などの防貧の制度がかりに十分に完備されたとして

も貧困となる原因そのものはなお無限に残り，貧困

が全くなくなるということはない，国民のうちに自

力では最低の生活もできない者があるのは，社会的

な悲しむべき事実である。そこで，これらに対して

最低の生活を保障する生活保護等の公的扶助は，依

然として，社会保障の最小限度の，そして最も基本

的な要請であるといわねばならぬ。国庫はこの要請

にこたえるためこれについて所要の負担をなすべき

であり，この負担は社会保障の分野において最優先

すべきである。そして財政上におけるこの負担の地

位は十分に確保すべきである。

1　生活保護によって保障される最低生活水準

（1）最低生活水準は一般国民の生活の向上に比例し

て向上するようにしなければならない。

（2）最低生活水準の策定にはできる限り理論的な算

定方式を確立する必要がある。この場合，消費者

物価の変動を織り込んでゆかねばならないが，そ

のためには，現在のように急激に生活構造が変化

しつつあるときは，このような階層の生活実態に

即応した物価指数を設ける必要がある。なお，地

域差は縮まることがのぞましい。

2　現行生活保護水準の引き上げ

（1）国民所得倍増計画が推進され，国民一般の生活

水準が高くなった今日，従来の保護基準はそれに

おくれている。このおくれをとりもどすことは本

格的な最低賃金制度の確立とともに最も必要なこ

とである。

（2）生活保護水準の引き上げは，当面，昭和45年に

少なくとも昭和36年度当初の水準の実質3倍にな

るように年次計画をたてる。この場合，消費者物

価の上昇はもちろん引き上げのつど織り込むよう

にする。

なお，生活保護水準の改訂は，公正でかつ権威

のある手続きによって行なわれるように改めるべ

きである。

3　生活保護の方法

生活保護は原則として金銭をもってし，被保護者

の住居において行なう。しかし，長期間自立できな

い者や自立の見通しが全くたたない者で，収容して

保護することを適当とするものは保護施設に収容す

る。収容の条件および収容者の待遇については一定

の基準を設ける必要がある。また，現在の保護施設

は，その数は少なく，その設備はきわめて貧弱であ

る。その整備拡充にあたっては，篤志家の努力にま

つだけでなく，国が積極的に全国的な計画をたてる

べきである。このような性格をもった施設の経営に

は主として国および地方公共団体があたるべきであ
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る。

4　生活保護の単位

生活保護は世帯単位に行なうことを原則とし，個

人単位を例外とする。世帯の観念は，家族形態の時

代による変せんに応じてかわってゆかねばならない。

夫婦とその未成熟の子を単位とするのが適当である。

扶養義務ある親族の範囲と扶養の限度については，

現在民法の規定を準用しているが，独自のルールを

確立することがのぞましい。

5　自立の助長

現行制度のもとにおいても，生業扶助のほか，被

保護者の自立を推進するため，高等学校で修学する

場合等に世帯の分離を認めたり，自立更生を目的と

する貸付資金については，それを収入と認定しない

等の措置がとられているが，このようなもののほか

自立更生のために必要な措置は大幅に拡充する。

6　必要即応の原則

現行制度のもとにおいては，生活扶助，教育扶助，

住宅扶助，医療扶助，出産扶助，葬祭扶助および生

業扶助の7種類の扶助があり，それぞれ生活困窮者

の必要をみたすことになっているが，これだけの種

類の扶助で十分かどうか再検討の要がある。

また妊産婦，母子，身体障害者，老人等について

各種の加算が認められ，勤労にともない必要経費が

控除されることにより，被保護者またはその世帯の

必要を充足する措置がとられているが，生活水準向

上との関係において，控除や加算の範囲およびその

程度につき，実情に即してさらに改善をはかるべき

である。

7　不服申立機関の整備

公的扶助は国民がひとしく受けることのできる権

利であるけれども，経済的な弱者であるこのひとび

とにこの権利を保障する制度，その不服申立制度は，

社会保険にくらべて著しく不備である。不服の申し

立てが簡易で迅速に，かつ，より公正に受け付け，

審査される機構を整えるべきである。

8　児童の最低生活の保障

児童のうち保護者のない児童は乳児院，養護施設

等の児童福祉施設に収容される。これは公的扶助の

一種であり，彼らに対する保障の生活水準もまた昭

和45年に昭和36年度当初の水準の実質3倍になるよ

うな計画が必要である。施設については中央地方を

通じて一貫した計画をたてなければならない。

9　費用の負担と実施主体

保護施設の設置費は，今後，国が全額負担する方

向に向うべきである。生活保護費は地方公共団体と

しても重要な関心事であるからその一部を負担すべ

きである。この場合，地方交付税等において全額こ

れをうめるたてまえをとることは，地方財政力から

みて当然である。

生活保護は，その性質からすれば市町村の事務で

あり，その経費も市町村が負担すべきものという考

えもあるが町村については，事務処理能力と財政能

力とにおいて実際上不可能と思われるので，この問

題は地方制度全般の問題として別に将来考究すべき

である。

第3章　低所得階層に対する施策

社会保障の均衡ある発展をはかるためには，ささ

いな事故によって容易に貧困におちいるおそれのあ

る者に対する施策を充実する必要がある。老齢者，

身体障害者，精神薄弱者，母子，内職者，日雇労働

者，失業者等のうちには，生活保護を受けるまでに

なっていないが，それとあまりかわらない生活しか

できないボーダライン階層や，職業や収入が安定し

ていないために，いつ貧困におちいるかわからない

不安定所得層のものが多く，その数はわが国におい

て1000万人に近いともこれを越えるともいわれてい

る。これらの低所得階層は，その種類があらゆる分

野にわたっており，しかも実態が十分に把握されて

いない。またこれらに対する対策についても積極的

な方針がなく，従来は主として篤志家のみにまかさ

れていた。わが国のように所得格差が大きく，住宅

その他についての公的施設がおくれている国におい

ては，低所得階層の対策がとくに重視されなければ

ならない。そしてその対策は従来のように恩恵的な

68



社会保障制度の総合調整に関する基本方策についての答申および社会保障制度の推進に関する勧告

ものとして行なわれるのではなく，一定条件にある

低所得階層の権利として確保される方向に進まなけ

ればならない。今後は何よりもまず，低所得階層の

調査，研究を進め，その実情を知り，これにもとづ

いてのこの分野における組織的，計画的な施策を推

進し，またその効果を常に実証的に確認しつつ，こ

れを効率的に運営しなければならない。

1　社会福祉対策

社会保障の目標達成のためには，生活保護につい

でこの社会福祉の対策に力を注がなければならない。

ここでいう社会福祉は，一定条件にある低所得階層

の権利として確保しようとするものであるから，従

来社会福祉といわれてきたものよりも狭い概念であ

り，国民の福祉をより一層向上するために行なう対

策はこれに含まれない。また社会保険を補完する性

格からみれば，社会保険の整備によってしだいに縮

小する筋合いのものではあるが現実には社会保険の

力はそこまでにおよんでおらず，またこの固有の分

野はあまりにもゆるがせにされてきた。そこで今後

しばらくの間，とくにこの分野を開拓し，貧困にお

ちいるおそれの最も強いこの方面に対する施策に税

金を重点的に投入すべきである。

現在の社会福祉の最大の欠陥は，思いつきで，組

織的，計画的でないこと，体系化への努力が払われ

ていないことである。またこれを単に補助，奨励す

るのみであって，これに対して積極的に責任を国が

とらないことである。所得倍増計画が進みつつある

今日，社会福祉の対策についても10年計画を具体的

にうちたてるべきである。これにそってあたらしい

事業が地方または篤志家の創意ではじめられること

はもとよりさしつかえないが，それが有効適切なも

のと判明した場合には，これをもすみやかに国の計

画にとり入れなければならない。

なお，社会福祉施設は，国および地方公共団体の

責任によって充実しなければならないが，これを急

速に充実するためには，社会保険の積立金はとくに

適当な原資である。たとえば，年金福祉事業団等が

この資金をもってこれらの施設を設置し，長期の年

賦償還の方式などにより，これを地方公共団体等に

移譲することもできるであろう。

（1）社会福祉の対象

社会福祉の対象は，生活保護の対象のように所得

水準を基準に画一的にきめることはできない。とい

うのは貧困におちいる原因なるものは多種多様であ

るからである。そこで十分な調査をしなくてはその

対象を定めることはできない。この対象を定めるに

ついての基準を列挙すれば，

1．身体障害，精神薄弱，老齢，母子，多子，失

業などの種類別にそれぞれ条件を定めること。

2．国民の生活水準，国民感情などからみて，妥

当であると思われるものであること。

3．誰がみても貧困におちいるおそれが大きいも

のであること。

4．時代の推移とともに，また他の社会保障の整

備とともにかわるものであること。

5．貧困におちいるおそれの大きさにしたがって

対象としてとりあげる順位を定めること。

（2）社会福祉の運営

社会福祉は，その対象の種類が区々であるため，

その対策としての方法もいろいろである。たとえば，

身上相談，内職のあっせんの類から職業の補導，低

利資金の貸し付け，金銭の支給，すすんで各種社会

福祉施設や医療の提供などにいたるまで種類，内容，

水準等においてまさに千差万別である。したがって，

どのような対策がその具体的な方法となるかはそれ

ぞれの対象に応じてきめるしかない。この場合，対

象の種別ごとに十分な均衡はなかなかえにくいが，

均衡をとるための配意が社会福祉の体系化のために

とくに必要である。また施設の運営にあたっては，

社会福祉のための施設と他の社会保障の施設とを厳

格に区別することも必ずしも必要でない。たとえば，

乳児院，養護施設，養老院等においては公的扶助の

部分，社会福祉の部分，それ以外の部分が同一施設

に混在することがあってもよいであろう。なおたと

えば，授産事業においては職業訓練や職業紹介との

連けいをとり，また身体障害者についてはリハビリ

テーションを前提とする医療が行なわれることは社

会福祉の目的を達成するために重要なことである。

（3）職業病対策

業務上の疾病のうち，じん肺，高血圧疾患，有機

溶剤による機能障害などの，業務の性質上，使用者

が安全衛生措置を講じてもなおかかるおそれがあり，

しかも一生なおる見込みのない疾病，すなわちいわ

ゆる職業病については，労働基準法上の見地ばかり

でなく，社会福祉の見地から終身その生活を保障し
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なければならない。これができたからといって，労

働基準法に規定する範囲において災害補償責任によ

る使用者の負担がなくなるというものではない。ま

たこの対策は，職業病の発生する職種からみて，被

用者ばかりでなく自営業者にもおよぼすことが絶対

に必要である。

なお，零細事業所の職業病その他の災害を防止す

るため，指導，援助の機関を大幅に充実する必要が

ある。

（4）リハビリテーション

社会福祉において重視しなければならないのは，

身体障害者，精神薄弱者など，またとくにそういう

児童に対するリハビリテーションである。リハビリ

テーションにおいては医療が重要であって，その医

療の診療方針は保険医療におけるそれと根本的にち

がう。すなわちこの医療はこれらの者の更生を目標

とする早期医療やリハビリテーションである。この

措置は交通事故による障害者に対する対策において

とくに重要である。

また，精神薄弱児，身体障害者なかんずくし体不

自由児，盲・ろうあに対する特殊教育などの施策は

ほとんどなおざりにされている。すみやかな充実を

はかるべきである。

なお，せきずい損傷者その他更生の見込みのない

重度障害者に対しては，一般的な制度以外に，その

生活を保障する対策を確立すべきである。

（5）失業対策

現在の失業対策はきわめて不完全である。失業者

が就職するまでの対策たる失業対策事業はこのうち

で主要なものであるが，それのみについていうも老

齢者や女子で就職の機会が与えられず失業者として

固定化しているものが非常に多いが，彼らはややも

すればボーダーライン以下におちいる。またこの対

策の対象とならない半失業，潜在失業は日本には非

常に多く，将来あるいはそれが増加するおそれは十

分である。この際政府は，現に失業対策事業に就労

している者の生活を不安にしないように配慮しつつ

失業問題を根本的に掘り下げ，完全雇用の見地にた

った西欧流の本格的な失業対策を確立すべきである。

そしてこれにともなう財政的支出は惜しむべきでは

ない。

（6）低家賃住宅対策

わが国の住宅難は国民全般の問題である。これに

対する国の施策が不十分であるうえ，近年の産業構

造の変革，人口の過度な都市集中などがこの問題を

いよいよ深刻にしている。とくに国の住宅政策は比

較的収入の多い人の住宅に力をいれているので，自

己の負担によって住宅をもつことができず，公営住

宅を頼りにするよりほかない所得階層の者はその利

益にあずからない。これでは社会保障にはならない。

住宅建設は公営住宅を中心とし，負担能力の乏しい

所得階層のための低家賃住宅に重点をおくよう改め

るべきである。とくにわが国に数多くあるスラムの

住宅改良は国みずから重点的に行なう必要がある。

（7）社会福祉の財源

社会福祉の費用は原則として国と地方公共団体が

負担すべきである。この両者がいかなる割合で分担

するかについては，たとえば，施設の設置費は地方

のほうが多く運営費は国が主とする財政原則は一般

には適用されるが，具体的には受益者の範囲や事業

の性質に注意すべきである。全体として国の負担が

大部分となるのは当然である。

社会福祉は，その性格からみて，事業の採算本位

に運営されてはならず，原則として受益者に費用を

負担させるべきではない。しかし，当人に負担能力

があり，かつ受益できない者との権衡上適当である

場合には，費用の一部を当人に負担させることもあ

る。この場合に，どの程度負担させるかは個別的に

判断するよりほかはないが，負担能力によって差を

設けることが必要である。

2　低所得階層の社会保険

（1）零細企業労働者の社会保険

従業員5人未満の零細事業所に雇用される労働者

に被用者保険を適用し，一般の被用者と同様の保障

を行なうことは今後の社会保障の総合的な発展のた

めに絶対に必要である。これについては，事業所の

数が多く，その業種業態がさまざまであり，労働者

の移動増減がはげしく，またその資金形態が整備さ

れていないなど，実態をつかむために幾多の困難が

あるが，各保険制度がばらばらの対策を講ずること

なく，これまで各方面から考究されてきたいろいろ

な方法について比較検討し，この際効果的な方法を

早急に考案すべきである。この場合は，企業の負担

能力は概して小さく，賃金水準は低いから，国庫負

担の率は当然多くなるであろう。
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また，零細企業の労働者の業務災害補償を完全に

行なうには，単に労働基準に関する法規にまかせて

おくのみでなく，労働者災害補償保険の適用をはか

る必要がある。

（2）日雇労働者の社会保険

日雇労働者については，なしうれば一般の被用者

保険の適用をはかることがのぞましい。しかしその

雇用形態からみて実情に即した方法をとることが必

要である。この場合，日雇労働者のみを対象とする

保険ではどうしても高い保険料または低い保険給付

となるおそれがある。この部門には高率の国庫負担

を導入しなければならないが，さらにすすんで一般

保険とのプールを行ない，一般の被用者との権衡を

はかるべきである。年金は被用者年金を適用するた

めには保険料を長期間にわたって被用者として継続

して納付することのできることが条件であるが，日

雇労働者は，その実態がさまざまであり，しかも

日々雇用であるため，必ずしも年金の受給資格の生

ずるまで継続して被用者となっていない実情にかん

がみ，やむをえず国民年金を適用する場合であって

も，その保険料についての事業主負担を考慮する。

（3）被用者以外の低所得者に対する年金

国民年金において，保険料を負担できない低所得

者に対し，その免除措置をとるのは当然である。こ

れらの者に対しては，国が保険料を負担させるのが

適当でないと認定した者であるから，その年金額の

算定にあたっては国庫負担の増額を考慮しなければ

ならない。

なお，被用者に対する児童手当の制度を設ける場

合は，被用者以外の者で一定所得以下のものに対し

ても全額国庫負担による児童手当の支給を考慮する

必要がある。この手当は被用者に対するものと権衡

のとれたものとすることはもちろんである。

（4）失業者に対する医療給付

失業中における医療給付は現在は原則として空白

であるが，少なくとも失業保険金を受ける資格のあ

る期間は被用者の医療保険によりその医療を保障す

るように改めるべきである。この場合における費用

は失業保険の負担とするのが妥当であろう。

（5）低所得者の保険料等の減免措置

社会保険の被保険者のうち，一定水準以下の所得

の者に対しては，保険料の減免措置を講じ，また著

しく賃金の低い者に対しては，たとえばその保険料

負担分の一部を事業主に負担させる等の措置によっ

てその負担を軽減する必要がある。また国民健康保

険において，一定水準以下の所得の者に対しては，

医療費の一部負担を減免する措置も考慮するべきで

ある。

これらの減免措置にともない，これにみあった国

庫負担の増額の道を講ずる必要があろう。

第4章　一般所得階層に対する施策

貧困階層や低所得階層に対する生活の保障は，公

費を財源として，その生活の全分野にわたる保護を

行なったり，個別的特殊的な貧困の原因に対処しな

ければならないが，これ以外の一般所得階層は，自

力で通常の生活を営なんでおり，また営なみうる能

力をもっている。しかしこのような階層であっても

一定の事故に面した場合には，自力だけではその生

活の安定がそこなわれるおそれがある。このため各

人が必要な経費をそれぞれ拠出し，相互扶助の精神

にもとづき社会的集団的な方法で，みずからこの事

故に対処する措置がはかられてきた。社会保険がこ

れである。したがってここでも一般所得階層に対し

ては，社会保険を中心とし，目的税的な保険料とし

て必要な経費を拠出させ，一般に生活を不安定にす

る事故についてその対策を考えることとする。この

ひとびとはその程度においてはこの経費を負担する

能力をもっており，また，みずからをしてそれに必

要な経費を拠出させ，共同して生活の安定をはかる

ことは社会連帯の観念からしても，当然の要求であ

る。

国民は，その従業上の地位によって，被用者とそ

うでない者に分かれる。と同時に，生活不安定の原

因となる事故も，被用者に固有のものとすべての国

民を通じて起りうるものに分かれる。そこでたとえ

ば，失業のように被用者に固有な事故に対しては，

もちろん被用者に対する社会保険制度だけになるが，

疾病や老齢のようにすべての国民に共通の事故に対

しては，一本の制度にすることには必ずしも適当で

ない。そこで被用者とそうでない者に分けて，これ

に対する制度を二本立とする。被用者を対象とする
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制度は将来これを統一する方向をとるべきであるが，

現在のところ被用者に対する保険の適用範囲がその

対象とする事故によって異なり，また，同じ事故を

対象とする保険でも多くの制度に分立し，その間，

給付の水準や条件に相違があってなんらの統一もな

い。被用者間の公平からも，所得の再分配の観点か

らも，まずこれを早急に是正しなければならない。

この場合，社会保険として純化させるため，これら

の制度に含まれる労務管理的な性格をもつ部分は，

区別して考える必要があり，またプール制等の財政

調整を行なうことによって被用者間の負担の公平を

はかる必要がある。

生活不安定の原因となる事故は，収入の減少と支

出の増加に分けられる。収入の減少となるものは，

失業や疾病，負傷，分べんのための休業による一時

的なかせぎの喪失ないし減少と，老齢，廃疾および

生計中心者の死亡による長期的なかせぎの喪失ない

し減少があり，支出の増加となるものは，疾病や負

傷の治療費の支出，分べん費や葬祭費の支出および

多子による養育費の支出がある。このような事故に

ついては，その事故に応じてそれぞれの制度がその

機能を営んでいるが，もっぱらそれぞれの事故のた

めに設けられた関係もあって，給付相互の均衡につ

いては考慮が欠けていた。今後は，このような制度

全体について総合的に考えることが必要である。

1　収入の減少の原因となる事故に対する措置

一時的なかせぎの喪失ないし減少については失業

保険金，傷病手当金，休業補償費，出産手当金が支

給され，長期的なかせぎの喪失ないし減少について

は老齢（退職）年金、障害年金が支給されている。

いずれも現金給付である。このうち傷病手当金と出

産手当金は，医療の保障そのものではなく医療を要

する者の休業中の生活保障であるが，医療の効果と

も深いつながりがあるから，現行制度では医療保険

で取り扱われている。これは妥当である。国民健康

保険においても医療給付の引き上げがある程度解決

されたならば，傷病手当金や出産手当金を考慮する

のがのぞましい。

（1）給付の内容と給付相互の関係

現行制度では傷病手当金，出産手当金，失業保険

金は賃金の一定割合であり，老齢年金や障害年金は

報酬に比例するもの，定額のもの，両者を組み合わ
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せたものがあり，これらの金額のきめ方について，

その相互の間には一貫した原則というものがない。

それぞれの事故に応じてバランスを考えなおすべき

である。このような観点からすれば，傷病手当金，

休業補償費，出産手当金は，就職中の一時的収入途

絶に対するもので，被用者の賃金に比例するのがよ

く，老齢年金，障害年金，遺族年金は長期にわたる

生活保障であるから，定額部分の占める割合が高く

なるのがよい。失業保険金はその中間で，賃金比例

を中心としこれに定額部分を加味すべきである。こ

れを具体化するとつぎのとおりとなる。

老齢年金，障害年金，遺族年金については，すべ

ての制度において給付額の最低保障を行ない，その

額は定額で，なるべく均衡するように定める。被用

者を対象とする年金制度では，厚生年金保険の報酬

比例部分に相当する部分は年金給付の構成要素とし

て残すとともに，国民年金においては保険料に所得

比例を加味することとの関係で，定額部分のほかに

保険料に比例する部分を設けることを考慮する必要

があろう。遺族年金は，現在画一的にその額を老齢

年金の額の半額と定めているが，遺族の生活を考え

るとこのたてまえは根本的に是正すべきである。

現在の年金額は，共済組合による年金は別とし，

老齢，廃疾および生計中心者の死亡という事故に対

する生活保障としては甚だ不十分で，魅力に乏しい。

今後，社会保険において最も充実をはからなければ

ならないのはこの年金部門であって，すみやかに大

幅な年金額の引き上げを行なう必要がある。この場

合，年金の定額部分は，国民の生活水準の向上とみ

あって，昭和45年には，少なくとも被用者の老齢年

金では20年間の被保険者期間のものについて6000円

程度とし，一般国民の老齢年金では40年間保険料納

付済期間のもの（昭和45年にはまだ生じない。）に

ついて7500円程度とすることが妥当である。なお通

算老齢（退職）年金は，現在とりあえず通算をした

に過ぎない状態であるので，その水準の引き上げを

はかるべきである。さらに以上の趣旨に準じ，各福

祉年金の増額その他の改善をすみやかに行なうべき

である。

失業保険金については，前述のように定額制一本

にすることも適当でなく，また賃金比例一本という

ことも現段階では妥当でない。賃金日額の6割とい

う率は，諸外国にも多くみられるところであるが，
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以上の見地から再検討を要する。当面の改訂の措置

としては，低額所得者には賃金日額に対する割合を

引き上げ，また定額の扶養加算を設けることも一つ

の方法であろう。

なおこれらの給付には均衡のとれないものがある。

たとえば，傷病手当金と失業保険金とでその最高額

や最低額に相当のひらきがある。健康保険において

その標準報酬の最低額を引き上げて傷病手当金の最

低保障額を高くし，失業保険金においてその最高制

限額を引き上げれば今よりは均衡がとれるであろう。

（2）給付と生活保護基準の関係

傷病手当金，失業保険金，老齢年金その他の前述

の諸給付は，それによってそれぞれの事故の起きた

場合に，少なくともその最低生活を保障するための

ものであるから，最低保障額を設ける必要がある。

その最低保障額は，生活保護基準を上廻るかあるい

はそれと同程度のものでなければならない。したが

って，生活保護基準が国民の生活水準の向上に即応

して上昇するならば，それに応じてその金額を改訂

すべきことになる。この場合，問題になるのはつぎ

の二点である。

一つは最低保障額を生活保護基準の上昇に応じて

引き上げるために国庫負担の増大を必要とする場合

の問題である。給付水準のこのような引き上げが保

険料の引き上げだけでまかなえる場合にはもちろん

問題はないが，それができないで国庫の負担を増大

しようとすると，生活保護の国庫負担は最優先する

という前述の主張と競合する。こういう場合には，

これらの給付水準が生活保護基準を下回ることがか

りにあるとしてもやむをえないであろう。またこの

場合，生活保護基準に定められた金額は国民の最低

生活を保護するものであっても，被保護者のうちに

は他の収入のある者もあるので，実際に支給される

額は平均的にはこの基準の約半分であるから，国庫

負担はこれとの権衡を考える必要がある。

他の一つは最低賃金との関係であって，現在のよ

うなわが国の最低賃金制度のもとにおいては，傷病

手当金や失業保険金が就職中の賃金よりも高くなる

場合もあることである。こういうことは妥当でなく，

就職中の賃金を限度とするのが筋であろうが，この

ような例はきわめて少なく，最低賃金制度が本格的

なものとなれば解消するから，それまでの過渡的な

ものとしてそれほど厳格に考える必要はないであろ

う。

（3）給付と所得の関係

社会保険は，給付反対給付均等の原則にたたない。

その点で私保険と異なる。この保険では，あらかじ

め保険料を納め，一定の事故に対し一定の給付を画

一的にもらうのが原則である。この保険料はこのよ

うな給付を受ける権利を保障するものである。しか

しながら，実際には財源が十分でないので，当分の

間は，低所得者に一定水準の給付を確保するため，

技術的な面を考慮しながら所得によって給付に差を

つけることがやむをえない場合もあろう。

また，多数の保険が相互に関連なく並列している

関係から，たとえば一つの年金制度における老齢年

金が他の年金の被保険者に支給されたり，老齢年金

と失業保険金が合わせて支給されるというような場

合がある。これらの給付は，さきに述べたように，

その給付によって少なくとも最低の生活を保障でき

るようにすべきであるから，このような保障がされ

る以上は，これを整理し，重複して支給できるよう

な仕組みは原則として改める必要がある。

（4）給付の条件

老齢年金の支給開始事由である老齢という事故は，

老齢による稼動能力の喪失ないし減少と考えてその

支給開始年齢を決定すべきである。この場合，被用

者とそうでない者との間には退職の有無その他生活

の条件に相違があるので，それぞれの老齢年金の支

給開始年齢に差があるのは当然である。被用者の老

齢年金の支給開始年齢は，今後における定年制の動

向や高年齢層の労働力需給によって決定すべきであ

るが，現在は現行どおり60歳を原則とし，本人の選

択により例外的には，55歳から減額年金，65歳から

増額年金の支給を考えるべきである。国民年金にお

いては，所得の低い者に対して60歳から65読まで減

額して支給できるよう考えるべきである。なお，被

用者についてはこれまでどおり退職を条件とすべき

であり，ただ，年金の支給開始年齢になってからも

働いている者でその賃金が年金額よりも少ないもの

については，調整して支給する道を開いておく必要

がある。

障害年金や遺族年金の受給のために必要な資格要

件（被保険者期間や保険料納付期間）は，被保険者

や遺族の生活をまもるという見地から，皆年金の今

日，最少限度にとどめるべきである。
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失業保険においても失業保険金受給の条件となっ

ている被保険者期間は可能なかぎり緩和をはかるべ

きである。同一事業主に引き続き雇用された期間が

長い場合に行なわれる給付日数延長のたてまえは，

保険の理論からも労働力流動化の見地からも甚だ不

合理であるから，被保険者期間の長期継続を条件と

するよう改めるべきである。また給付日数の延長は

検討すべきであるが，とくに失業状態が著しく悪化

し，就職が困難となる場合とか，中高年齢層で受給

期間中に就職できない者の場合等には，実情に即し

た日数の延長が必要である。職業訓練手当，就職支

度費などの制度をさらに大幅に拡充して失業者の就

職につとめるべきである。なお季節労働者にみられ

るごとく，受給地の賃金水準にくらべて著しく高い

失業保険金を受けるために就職をしぶることのある

現在の仕組みは改められるべきであろう。

2　支出の増加の原因となる事故に対する措置

疾病，負傷，分べん，死亡の際の治療費，出産費，

葬祭費の支出は，わが国においても早くから貧困の

原因と考えられ，医療保険によって給付が行なわれ

てきた。これに対し，多子による貧困を防止するた

めの施策はながらく放置されてきた。母子福祉年金

の創設が契機となって，生別母子家庭等に対する児

童扶養手当制度がはじめられたけれども，これだけ

では多子による貧困は防止しがたく，西欧諸国に対

して大きなたちおくれがある。いまや，本格的な児

童手当制度を発足させるべき時期であろう。

（1）多　子

児童手当の問題は，人口問題としても，家族制度

の問題としても，きわめて重要な問題であり，慎重

な考慮を要する点が多い。詳細についてはなお検討

を期したいが，雇用構造の変化からみて，まず被用

者に対する社会保険として発足させる。全国民に実

施するのはつぎの段階であるが，被用者以外の国民

のうち一定所得以下の者については被用者と同時に

実施すべきである。支給対象とする子はこれらの者

の扶養する子女で義務教育終了前のものとし，なる

べく第一子からすべきである。

（2）疾病，負傷，出産

国民の疾病に対して公平に，最新の医術の進歩に

てらして完全な医療を提供して，国民の健康を保持

することが，社会保障の最大の要務であることはい

うまでもない。この目的を十分に達するためには，

医療国営がもっとも有効であるという考え方もあろ

うが，現在の日本の経済および社会の実情にてらし

て考えれば，これは不可能であるのみならず必ずし

も適当でない。現在においては，現行開業医制度の

長所をみとめ，その前提のもとにおいて，全国民が

医療機関を容易に利用しうるようにすると同時に，

支払い能力の低い者に対しても医療がなるべく十分

にゆきわたるようにすべきであり，医療費の負担が

生活の安定をそこなうようなことがないようにする

点に重点をおきつつ，医療保険の方法によってこの

問題に対処するほかない。本番議会はこれらの点に

ついては従来しばしばふれてきたところであるが，

今日なおその趣旨が十分に実現されていないことを

遺憾とするものである。とくに医療機関の全国的適

正配置が実現されず，医療機関の不足せる地区があ

ったり，低額所得者に対する配慮がいまだ十分でな

く，制限診療はやむをえないとしても給付内容にお

いてなお十分でない点もある。これらの点に対して療

養費払いは，医師と患者との自由な人間関係と医師

の自主的な判断による医療を尊重し，制限診療の弊

害を除き，医学医術の向上に寄与し，医療費に関す

る紛争を少なくするという点もあるが，現物給付は

すでに国民にしたしまれており，医療を受けるとき

の出費が少ないために早期に治療を受けるという長

所がある。とくに低額所得者に対してはこの長所を

確保することがのぞましい。

医療保険の被保険者や被扶養者が医療を受けやす

いようにするためには，医療費の自己負担を軽減す

ることがのぞましい。そのため給付率はそれぞれの

制度ごとに被保険者，被扶養者を通じて9割程度に

まで，さしあたっては最低7割程度にまで引き上げ

る。自己負担の軽重を勘案して，たとえば入院のよ

うに多額の経費を要する場合には10割，軽微な疾病

については5割というのも一つの方法である。給付

期間はどの制度においても転帰までとすべきである。

また各医療保険の医療給付の範囲や内容は，できる

だけこれを同じくする必要がある。現物給付のたて

まえをとるならば一定の規格があることは当然であ

るが，その範囲はできるだけひろげ，通常必要と考

えられるような診療や薬剤はすべて提供するように

すべきである。

さきに述べたように被用者を対象とする保険は将
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来の方向として一本の制度とすべきであるが，現行

の健康保険組合や公務員等の共済組合は，健康管理

の面からすればむしろすぐれた点がありまた外国の

例にてらしても医療保険は本来民主的な組合方式に

よって運営されている場合が多いので，これを廃止

することは必ずしも適当ではない。この場合，後述

のようにプール制による財政の調整を行なうことが

負担の公平という点から必要である。なお，組合の

存在を認める以上，労務管理的色彩の濃い部分は附

加給付として残すことになる。

国民健康保険は，将来国営にもってゆくのが理想

であるが，医療機関の分布が不均等な段階では，健

康管理がゆき届くという点も考えて市町村営のまま

としておき，所得再分配という点は都道府県ごとに

財政調整のためのプール制度をつくって行なうこと

が現実的である。

被用者に対する保険においても，それ以外の国民

に対する保険においても，医療と同時に予防にも重

点をおかなければならない。このことは医療の保障

という立場からいっても，最近の医学医術の発展か

らいっても必要なことである。公衆衛生として国民

に強制しなければならないものは，これに必要な費

用の全額を公費でまかなうことがのぞましいが，こ

れ以外のもの，たとえば健康診断のように医療と密

接な関係のあるものは，多くの範囲の被保険者が簡

便に受けることのできるものである限り給付の一つ

に認めてよく，この場合には被保険者にその費用の

一部を負担させる。

なお，分べんのうち正常分べんは疾病とは考えら

れなかったため医療給付として行なわれることなく，

分べん費として現金給付が行なわれるにすぎなかっ

た。最近における人口構造の推移からみて，とくに

人口資質の向上をはかる必要があり，健全な子の出

産はその基礎をなすものである。この意味からいっ

ても分べんについては，現物給付の方法をとり，分

べんに必要な実費をカバーできる程度にまで給付内

容を充実し，産前産後の健康診断を行なうことも考

慮すべきである。

3　被用者の家族に対する措置

被用者の被扶養者について，疾病，負傷，分べん，

廃疾，死亡，老齢等の事故が生じた場合の取り扱い

は，これらの事故に対する制度ごとにばらばらであ

り，一貫した原則はない。被扶養者の疾病，負傷，

分べん等については，家族療養費，配偶者分べん費

等が支給されるのに対し，配偶者の廃疾，老齢につ

いては，国民年金に任意加入しない限り，その者の

ための障害年金や老齢年金はない。ただ，厚生年金

保険と船員保険では，配偶者と子について障害年金

や老齢年金に加給があるだけである。各種共済組合

についてはこのような加算もなく，また傷病手当金

や失業保険金では被扶養者の有無は支給される金額

にはなんらの関係もない。これらのうち子について

は，児童手当制度の創設によりその大部分が解決さ

れるが，児童手当が支給されない場合も起りうるか

ら，このような場合は，これらの給付に児童手当に

みあう扶養加算を設けるべきである。なお，被扶養

者のうち配偶者については，配偶者自身のための障

害年金や老齢年金を被用者に対する年金制度のなか

に設ける必要がある。また，現在家族療養費として

給付が行なわれている被扶養者の疾病や負傷につい

ては，むしろこれらのひとびとを国民健康保険に加

入させるのがよいという考え方もあるが，やはり被

用者保険の原則をつらぬくことが順序である。

4　費用の負担

一般所得階層に対する施策は，社会保険を中心と

して進めてゆかなければならないことはさきに述べ

たとおりである。したがって他の階層に対する施策

のように公費を財源とするよりも保険料を主な財源

としなければならない。国庫負担の導入されるべき

場合もあるが，それには後述のように合理的な理由

を必要とする。この場合，保険料負担の軽重は，各

制度ごとにその給付との関係において考えられるだ

けでなく，社会保険全般として総合的に判断すべき

である。たとえば，特定の事故に対する給付を厚く

するために別の事故に対する給付をおさえたり，後

者の保険料を引き下げて前者の保険料を引き上げる

ことも考えなければならない。

社会保険の国庫負担は，社会保障制度全般および

社会保険制度全般にわたって，緊要度に応じてきめ

られなければならない。具体的には，保険料だけで

は社会的に要求される最低限度の生活を保障するこ

とができない場合，被保険者の範囲が負担能力の低

い者にまでおよぶ場合，その事故の性質上被保険者

や事業主だけに費用を負担させることは無理である
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場合等に国庫負担を行なうことになる。そして社会

保険で保障される事故のなかには個人的責任の強い

ものと弱いものがあり，それは所得再分配の観点か

らこれらの保険者間の財政調整を行なうことが必要

である。

失業保険の国庫負担が4分の1であることは，他

の制度に対する国庫負担率との比較からみて必ずし

も失当ではない。ただ，日雇労働者などの低所得階

層に対する特殊なプラスアルファを枠外として，国

庫に負担させるべきである。保険料の定率制も現段

階では妥当であろう。労使折半のたてまえもまず無

難であるが，労働者の個人的責任の度は低いのであ

るから，外国の例にもあるように，使用者側の割合

を重くすることは研究課題としてとりあげる価値が

ある。

年金に対する国庫負担は医療保険の場合よりもよ

り必要であるが，年金制度内の個々の制度の間にお

いて被保険者の間に不均衡が生じないよう配慮しな

ければならない。この不均衡は，現状においては共

済組合と厚生年金または国民年金との間に著しいも

のがあるので調整すべきである。国民年金の国庫負

担は，被保険者に低所得者が多いこと，保険料に事

業主負担がないこと，および保険料が定額制のため

所得再分配が保険料ではできないことから必要なも

のであり，被保険者1人あたりの国庫負担額は，被

用者に対する年金制度のそれにくらべて下廻ること

があってはならない。保険料は負担能力に応じてと

るという原則からいえば，国民年金においても，技

術的に可能であり効果があるならば，保険料を所得

に比例して負担させることは考慮すべきであろう。

なお，年金制度において年金額をそのときどきの国

民所得にあわせてゆく，換言すれば年金額のベース

アップを行なうためには，整理資源が必要であるが，

その財源は国に負担させるか，被保険者，事業主に

負担させるかは，各制度に共通する原則によって行

なわなければならない。戦後におけるはげしいイン

フレーションが厚生年金の給付をほとんど無意味に

し，その担っている生活保障の役割をはたせないよ

うにしてしまったにがい経験もあり，国の責任で年

金の実質的な価値の維持をはかるという原則はこの

際どうしても確立する必要がある。この意味からい

って年金額を国民生活水準ののびに応じて引き上げ

てゆく場合にも，インフレーションに対して実質的

な価値を推持する場合にも，少なくとも年金の最低

保障額は現に支給を受けているものの年金額の改訂

分をも含めて，国の負担とすべきである。この部分

こそ国が積極的にその責任を負うべきものであり，

国をおいてはその費用を負担すべきものはない。こ

れがなければ社会保障が確立されたことにはならな

いものである。

医療保険は，医療の性質から他の社会保険とくら

べると給付を受ける機会が本人の判断にまかされる

ことが多く，また，種々の社会的条件からその機会

は各被保険者の間で必ずしも公平でないので，イギ

リスのようなたてまえをとっていないわが国の場合

には，国庫負担の一般的な優先には限度がある。し

かし，国民健康保険は，被保険者に低所得者が多い

こと，保険料に事業主負担がないこと，給付率が被

用者保険にくらべてはるかに低いことなどのため，

日雇労働者健康保険は，被保険者に低所得者が多い

ことのため，どうしても相当額国庫が負担する必要

がある。この国庫負担のやり方については，被保険

者が負担する保険料について1人あたりいくらとい

う負担の仕方もあり，見方によってはこのほうが所

得再分配効果を十分にはたすとも考えられる。ただ，

医療保険の場合は，疾病についての個人差，地域差

が相当にあるので，給付費について調整交付金の方

法による国庫負担も確かに一つの方法である。いず

れにしても，所得再分配に重点をおくときには，被

保険者の負担能力の低いものや特殊な疾病，たとえ

ば結核，精神病のようにその医療が長期におよびし

かも高額の費用を必要とする疾病にかかったものな

どに対しては，国庫負担を大きくする必要がある。

保険料の定め方については，現在，被用者保険と国

民健康保険との間には大きなアンバランスがあるが，

これは極力是正すべきである。さきに述べたとおり，

医療保険の場合は，多くの保険者が並列しており，

その保険者に属する被保険者の所得の水準にも差が

あるので，プール制による財政の調整が必要である。

その対象となるのは，被保険者の所得が高いことに

よる財政的な余裕であり，その保険者の健康管理が

ゆき届いているためにり病率が低いこと等による財

政的な余裕は調整の対象とすべきでない。この点か

らすれば，現在一部の健康保険組合において事業主

が負担する部分が極度に高いことは問題であって，

労使折半負担の原則をつらぬくべきであり，事業主
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の超過負担は附加的な給付の財源として役立てれば

よいと考えられる。国民健康保険についても，同じ

ような考え方により，市町村における住民の所得が

高いことによる財政的な余裕は都道府県ごとの単位

でプールすることにより財政の調整を行なうことが

でき，調整交付金はこのプールを通じて配分するよ

うに工夫するのがよい。また調整交付金は残すべき

であるが現在のやり方については根本的に再検討す

る必要がある。プール制による財政調整の方法とし

ては，たとえば保険料算定の基礎となる賃金または

所得に対して一定率の賦課金を課するという方式で

給付額の10％ぐらいの額を財政調整のための資金と

して保有するといったりやり方もある。このような

方法で保有された資金は，それぞれの保険者ごとに

被保険者数に応じて人頭割に，またはこれに受診率

や特殊疾病に対する医療費の額等を考慮して配付す

る。

また，制度間の財政調整は医療保険のほかに年金

制度においても考えなければならない。その方法と

しては，年金の定額部分に相当する保険料はどの保

険者に属する被保険者についても同じ率とし，たと

えば脱退率が高いために給付の財源にゆとりのある

ものとそうでないものは，これに対する国庫負担の

額を増減することによって調整するというやり方が

ある。

今回あらたに提案した児童手当の所要財源は，被

用者を対象とする制度では事業主の負担が中心とな

る。国産負担の割合および労働者に負担させること

の可否，負担させる場合の程度については慎重な検

討を要する。被用者以外の国民でその所得が一定以

下のものに支給する児童手当の財源は国庫負担によ

る。

第5章　すべての所得階層に共通する施策

疾病にかかった際の保障から一歩進んで，疾病の

発生をあらかじめ防止するとともに生活環境を清潔

にする役目を担うのが公衆衛生で，それは憲法第25

条にいう「健康で文化的な」生活の基礎条件として

社会保障において特異な地位をしめるものである。

公衆衛生は，たとえば伝染病対策とか清掃対策のよ

うに個々人が各別に行なうのでは到底その目的を達

しえない，いいかえれば一定の地域において一せい

にあるいは共同的に行なうのでなければその効果を

のぞみえない，これが公衆衛生の特徴で，また社会

福祉や社会保険と異なり，すべての所得階層に対し

共通して一様に適用されるということもその特徴で

ある。それでここでは現物給付がたてまえである。

公衆衛生は，人的な面からする施策と物的な面か

らする施策とに大別できるが，いずれにしても，一

定地域の住民に強制的な形をとらねばならぬことが

多い。その場合には効果が学問的に実証されたもの

でなくてはならなず，また住民の苦痛や負担と効果

との間には権衡がなければならない。また公衆衛生

の範囲や内容は，医学や技術の進歩，生活水準の向

上，社会生活の変せん，国民感情の推移等によって

変化してゆかねばならぬが，方向としてはさらに拡

大しますます充実してゆくべきものである。これら

の施策を進めるには，政府はまず調査研究に力を注

がねばならない。そのためにはそれに必要な設備を

整えなければならない。公衆衛生の体系は社会保障

の体質に結びついて組織化されなければならない。

従来の結核対策は，公衆衛生の見地からいっても一

応効果をあげているが，各種保険制度の発展とみあ

いなお根本的に再検討する必要がある。昨年度から

始められた重度の結核や精神病に対する強制入所措

置についての高率の国庫負担もさらに拡大する必要

がある。

物的な面の公衆衛生は諸外国にくらべて著しくた

ちおくれている。し尿処理については，わずかに約

30％が衛生的な処分をされておるにすぎず，しかも

市街地人口の増大にともない処理されねばならぬし

尿の総量は年々急増の傾向にある。じん芥処理につ

いても総排出量が逐年増加するにかかわらず，その

処理能力は著しく不足している。また水道の総人口

に対する普及率は約50％に過ぎず，下水道にいたっ

ては寒心にたえない状況である。その他河水や空気

の汚濁，騒音等に対する公害対策，か，はえ，ごき

ぶり，ねずみなどの駆除等生活環境の衛生対策はい

ずれも著しく不十分な状態にある。このたちおくれ

はすみやかにとりもどされなければならない。なお，

不良環境地区いわゆるスラムについてはとくに公費

を投入してその改善をはかるべきである。
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公衆衛生の費用は，その性質から，国または地方

公共団体の予算でまかなうのが原則である。公衆衛

生はすべての階層に共通した施策であって特定の階

層に対するものでない点から考えて，場合により受

益者負担の導入を考えることは別にさしつかえなく，

とくに一部の者にだけ利益を与えることとなるよう

な場合にはむしろ徴収するほうが当然であろう。し

かしながら，受益者負担を導入する場合には，単に

予算の有無により便宜的に左右されるようなことが

あってはならず，応益応能等の関係に十分配意し，

あらかじめ合理的な基準を確立して公正な負担をは

かるようにつとめなければならない。

公衆衛生には費用がかかるが，個々の家計が負担

するよりは，社会的には大きな節約となる。これこ

そ生活改善の社会的方法であり，現代における緊急

の要請である。政府は年次計画をたて積極的にこの

要請にこたえなければならない。

第6章　社会保障の組織化

以上において，社会保障制度の総合調整について，

また社会保障を各階層ごとにまたは各階層を通じて

推進すべきあたらしい方策について述べてきたが，

これを実現するためには，これにあたるすべての機

関を統一し，その能率を高め，その要員を訓練する

ことが必要である。それらの点について注意すべき

 事項を以下に列挙する。

 

一　これからの社会保障には技術面の配意がとくに

　　肝要である。所期の目的を達するためには，どん　　

　　な方法が最も効果的か，理論と実際とをどう調和

　　するか，これらの点について不断に工夫をおこた

　　るべきではない。今回の詰問に対しても，本審議

　　会は必要な資料や研究をできるだけ多くしゆう集

　　し審議に役立てようとしたけれども，入手できた

　　ものはあまりにも少なかった。こういう点を考え

　　て，完全な社会保障制度を計画的，組織的に確立

　　するためには，まずもって有力な調査研究機関の

　　設置を提唱する。この機関をして，社会保障のど

　　のような方法がどのような階層に対して有効であ

　　り，どのような対象についてどのような組織で対

　　処すべきかについて，専門的，実証的に検討させ

　　ることが必要である。

　　一　すべての制度間において公平で均衡のとれた企

　　画，運営，監督を実現するためには，これらの制

　　度の所管官庁を一つの行政機構として統合しなけ

　　ればならない。この点についてはすでに昭和25年

　　の勧告においても述べられているところであるが，

　　今日においてこれを実現する必要は一層緊切であ

　　る。行政の機関の統一によって，財源を合理的に

　配分し，給付および負担を公平にし，また積立金

　の運用を合理化することがいまよりはるかに実現

　しやすくなるであろう。

　福祉事務所，保健所，社会保険出張所その他各

　種相談所のような窓口機関や第一線の施設の機能

　は，徹底的に拡充強化するとともに，地域的配置

　を適正にして国民の利便をはからなければならな

　い。とくに生活保護や社会福祉に従事する職員の

　不足ならびに質は大きな問題である。特殊な専門

　的知識を必要とし，相当期間の訓練を経なければ

　ならないこの方面の職員の養成については，もっ

　と計画的，積極的な努力が傾けられるべきであり，

　その待遇についても思い切った措置が講じられな

　ければならない。

　各種社会保険に関しては，保険料算定の基礎と

　なる賃金のとらえ方について問題がある。これに

　ついては，標準報酬制をとるものや賃金実額制を

　とるものがあり，各制度ごとにばらばらで保険料

　算定の事務を繁雑ならしめている。したがって，

　保険料算定の基礎となる賃金のとらえ方を統一す

　る必要がある。たとえば，前年の給付所得をその

　年の保険料算定の基礎とするとか，各制度を通じ

　て一本の標準報酬制を設けるとかも一つの方法で

　ある。これらにより一括して各種保険料を徴収す

　ることも可能となるであろう。

　社会保障の第一線窓口は，たがいに連けいを密

　にする必要があり，また国民に対して最も便利な

　窓口でなければならないから，合同庁舎として一

　箇所に集中して社会保障の効率的運用に資すべき

　である。

一　医療保険には他の保険と異なる点があり，医療
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機関およびその要員の整備についてはあらためて

特別の努力を必要とする。現行の病院，診療所の

区別にとらわれることなく，医療機関をその機能

によって再編成し，技術差を中心にそれぞれの機

能を十分に発揮させるようにすることが肝要であ

る。また，無医地区その他医療機関が特別に不足

するような条件については特別の考慮を要する。

このためにはそれぞれの医療機関の特色に応じそ

れぞれ周到な整備をはからねばならない。現行開

業医制度のもつ長所およびそのはたしうる限界は

あらためて検討するとともに，これに対応して国

および公立の医療機関の役割についても今後の医

療の進歩に即応するようさらに配慮を加えるべき

である。また，医師，看護婦等医療従事者の充足

をはかることも必要である。診療医学より予防医

学に進みつつあるといわれる現在，医療従事者の

教育はそれに応ずるように再検討の必要がある。

また看護婦の養成制度については公費負担を増大

すべきであり，医療からの収入をもってその養成

費をまかなっているような現状は改める必要があ

る。

薬については，薬価基準をきめる原則について

検討すべきであり，薬剤を治療剤と保健剤に分け

て，その製造，その販売，その広告について取り

扱いを区別するようにすることがのぞましい。

一　すでに昭和35年10月に「公的年金の積立金の運

用について」要望した際に述べたように，社会保

障制度の総合調整の見地からすれば，厚生年金保

険や国民年金等の公的年金の積立金のみならず，

失業保険その他の短期保険の積立金は，その一切

をあげてこれを総合的な基金制度のもとに管理運

用することが本来のゆき方である。これらの積立

金はこれを必ず資金運用部資金に繰り入れなけれ

ばならないとはいいがたく，資金運用部資金に繰

り入れるとしても，特別勘定として他の資金と区

別して管理し，社会保障の目的を達成するうえに

おいて効果的であるよう運用することを法律によ

って保証することが肝要である。

福祉国家は社会保障だけでは達成されない。一般

的な他の諸政策においても社会保障の見地は重要で

ある。とくに雇用，賃金，食糧その他の物価，税制，

教育，住宅などの社会生活環境等の諸問題について

は，社会保障の観点をそれらを通じてつらぬくこと

をこの際強く要請する。それが固有の社会保障の負

担を軽くし，またその効果を大きくするゆえんであ

る。一例をあげれば，わが国においては，まだ最低

生活水準と関連づけられて考えられるような本格的

な最低賃金制度が樹立されていないけれども，その

確立は福祉国家として絶対的要請であることはすで

に述べたとおりである。教育その他の面でもこうい

うことは非常に多く，それが十分に徹底していない。

一方，社会保障の諸制度も他の政策の要請にもとず

いてそれをかえりみつつ推進されることが必要であ

る。たとえば，所得倍増計画，産業構造の変動，労

働力の移動によって社会保障の重点が変動するのを

覚悟していなければならぬ。この場合においても，

社会保障本来の目的をゆがめるべきではなく，それ

よりもそれらの変動に機動的に即応し，それを利用

して本来の目的を追求するに一層適切であるように

つとめなければならぬ。

最後に，くりかえしていうことを許していただき

たい。社会保障は制度ができればそれでその目的が

実現するというものではない。この制度の健全な発

達のためには，一方ではそれと関連ある国家の他の

諸政策がこれと有機的に結合するとともに，また他

方では国民のこの制度に対する理解が十分であり，

国民のうちに社会連帯の思想の生気があふれること

が必要である。本審議会は国民と政府とのそのため

にするあらたなる努力を期待してやまない。
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